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      「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行されました。


    

  





ページの内容を印刷



        
    記事番号： 1-471

  

  
    公開日 2017年05月30日

  



      
      
  　同和問題とは、日本社会の歴史的発展の過程で形づくられた身分階層構造に基づく差別により、日本国民の一部の人々が長い間、経済的、社会的、文化的に低位の状況を強いられ、

日常生活の上で様々な差別を受けるなど、我が国固有の重大な人権問題です。
　残念ながら、今なお、こうした人々に対する差別発言、差別待遇等の事案のほか、差別的な内容の文書が送付されたり、インターネット上で差別を助長するような内容の書込みがなされるといった事案が発生しています。
　差別や偏見に基づくこうした行為は、他人の人格や尊厳を傷つけるものであり、決して許されないものです。

 

 

「部落差別の解消の推進に関する法律」（平成28年法律第109号）が、平成28年12月16日から施行されました。

 

 

同和問題を正しく理解し、一人ひとりの人権が尊重される社会の実現を目指しましょう。

 

	○　条文
	○　付帯決議（衆議院）
	○　付帯決議（参議院）
	○　啓発チラシ（法務省作成）




    






          
  この記事に関するお問い合わせ

    
      
市民福祉部　人権啓発課
郵便番号：796-0292
住所：愛媛県八幡浜市保内町宮内1番耕地260番地
TEL：0894-21-6860
FAX：0894-37-3372
E-Mail：jinken@city.yawatahama.ehime.jp


    




    
  PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
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八幡浜庁舎〒796-8501愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号アクセスはこちら

保内庁舎〒796-0292愛媛県八幡浜市保内町宮内1番耕地260番地

TEL：(0894)22-3111（代表）FAX：(0894)24-0610（代表）その他市の関連施設の連絡先はこちら

開庁時間：午前8時30分から午後5時15分まで（土曜、日曜、祝日、12月29日から1月3日までは除く）
窓口延長業務についてはこちら

法人番号：3000020382043
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